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１ 指定管理者の募集について 

藤沢市（以下「本市」という。）では、藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設(愛称 

Ｆプレイス）の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２第３項及び藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平

成１５年藤沢市条例第１９号。以下「指定手続条例」という。)第３条の規定に基づき、藤沢市

藤沢市民センター・労働会館等複合施設の管理運営を行う指定管理者を募集します。 

 

２ 指定予定期間  

２０２７年（令和９年）４月１日から２０３２年（令和１４年）３月３１日までの５年間。 

 

３ 申請の手続き 

（１）申請者の備えるべき資格 

ア 申請者は、募集要項等の趣旨をふまえた事業計画を立案し、指定期間中、安定的に管理

運営することが可能なノウハウや実施体制、経営基盤が確保されている法人その他の団体、

もしくはグループ（以下「法人等」という。）とします。個人での応募は受け付けません。 

イ 申請時点で次のいずれかに該当する法人等は応募できません。 

(ア)地方自治法施行令第１６７条の４の規定（一般競争入札の参加者の資格：入札に参加でき

ない又はさせないことができる者の規定）に該当する者 

(イ)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基

づき更正又は再生手続きをしている法人等 

(ウ)本市から指名留保、指名停止措置を受けている法人等 

(エ)市税・県税・国税を滞納している法人等 

(オ)地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたこと

がある者 

(カ)２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けており、必要な措置の実施について労働基

準監督署に報告が終わっていない者 

(キ)代表者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが

なくなるまでの者 

(ク)代表者が藤沢市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(ケ)藤沢市暴力団排除条例（平成２３年藤沢市条例第１８号）第２条第２号から第５号に規定

する暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等及びそれらと密接な関係を有

すると認められる者（法人にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役

またはこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。） 

（２）共同企業体（ＪＶ）の取り扱い 

複数の企業等が共同事業体を構成して応募する場合は、構成する全ての団体が前記の欠格 

事項に該当しないこと確認し、あらかじめ共同事業体結成の協定書により定められた代表者が

応募し、協定書等の写しを提出してください。なお、同一の団体が重複して複数の共同事業体

に参加し、同時に応募することはできません。  
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（３）申請の方法 

申請にあたっては、次の書類等を３（６）記載の場所に提出していただきます。なお、本市

が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

提出書類は、全てＡ４縦とし、次の書類をそろえ、正本１部及び副本１０部を提出してくだ

さい。 

また、申請書類をＰＤＦ形式のデータでＣＤ－ＲＯＭにて提出してください。 

別紙１の「藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設の指定管理者候補者の選定に係る

審査評価基準表」を参照し、審査に必要な事項を必ず盛り込んでください。次の「ア ①、②、

③」についての応募様式は別紙２の「藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設指定管理

者応募関係様式集」に準拠して作成し、不足する事項については任意の様式で作成してくださ

い。 

 

ア 指定管理者指定申請書 １部 

グループで申請する場合は、グループ構成員表（別紙２：指定管理者応募関係様式集）

を提出してください。 
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① 事業計画書（正本１部、正本の写し１０部） 

Ⅰ
団
体
の
基
本
的 

要
件 

1 指定管理者であるための基本的 

理解 

(1) 指定管理者制度への理解  

(2) 管理運営の基本方針  

2 管理運営能力 (1) 団体の適性  

(2) 財務面の健全性・安定性  

(3) 管理運営実績  

(4) 法令遵守の取組  

Ⅱ
事
業
計
画
書 

1 施設の効用の発揮 (1) 施設利用の促進  

(2) サービスの向上  

(3) 平等な利用の確保  

(4) 利用者意見等の把握  

2 施設の管理 (1) 施設・設備の維持管理  

3 危機管理体制 (1) 防犯・防災対策  

(2) 緊急時の対応  

4 人員体制・経費 (1) 人員体制  

(2) 収支予算書 ※1  

(3) 効率的な運営  

5 市の施策への理解 (1) 情報の管理体制  

(2) 環境配慮・人権擁護・障がい者配慮・

暴力団排除  

6 特記項目 (1) 地域住民及び地域団体との協働・連携  

(2) 市内経済の活性化  

(3) 障がい者雇用の取組  

Ⅲ
提
案 

1 提案の整合性 (1) 業務要求水準との適合性  

(2) 講座の実施に関する提案  

(3) レストラン事業に関する提案  

(4) 特色ある提案  

(5) 提案の実現性  

  

※1 収支予算書の作成にあたっては、費目に応じその積算が明確になるよう、できる

だけ数量・単価等を明示してください。また、消費税・地方消費税は１０％で積算

してください。 

 

② 団体の概要説明書（法人等が行っている主要な事業概要、代表者・役員等の構成、

組織図等）（ＪＶの場合はすべての団体分及び総括資料） 

③ 団体の活動実績書（ＪＶの場合はすべての団体分及び総括資料） 

 

イ 法人等に関する資料 各１部 （ＪＶの場合はすべての団体分） 

（ア）直近３年間の会社法に規定される計算書類もしくは法人等で作成が求められる財務諸

表。なお、原油高騰による損益への影響や企業再編などのイレギュラーな要因がある場

合はその旨、影響額等の説明を記載してください。 



5 

 

（イ）定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類及び法人にあっては当該法人の登記

事項証明書（全部事項証明書）、法人でない団体にあっては役員の名簿 

（ウ）直近過去３年度の国税（法人税・消費税・地方消費税）の納税証明書、県税（法人県

民税・法人事業税）の納税証明書及び市税（市民税（法人市民税）・固定資産税）の納税

証明書 

（４）応募に関する書類等の配布 

ア 配 布 日 ２０２６年７月９日（木）～２０２６年８月１２日（水） 

 ※土・日曜日・祝日を除く 

イ 配布場所 藤沢市 市民自治部 藤沢市民センター 

   藤沢市本町１丁目１２番１７号 

    藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設２階 

  もしくは 

 藤沢市 経済部 産業労働課 労政担当 

   藤沢市朝日町１番地の１ 藤沢市役所８階 

ウ 配布時間 午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

※藤沢市民センターのホームページからダウンロードすることもできます。 

掲載先ＵＲＬは、https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/fuji-c/index.html 

（５）質問事項の受付 

募集要項等の内容等に関する質問は、電子メールでのみ受付をします。電話等による質問の

受付、回答は一切行いませんのでご了承ください。 

 

ア 受付期間 ２０２６年７月９日（木）～２０２６年７月２３日（木） 

イ 受付方法 質問書（別紙２：５.募集要項等に関する質問書）に必要事項を記入のうえ、 

電子メールで送付してください。その際、件名（タイトル）を「藤沢市民セ

ンター・労働会館等複合施設の質問」としてください。 
 

 メールアドレス fj-fuji-ｃ@city.fujisawa.lg.jp 
 

ウ 回答方法 ２０２６年７月２８日（火）を目途に藤沢市民ホームページにて掲載します。 

  

※掲載先ＵＲＬは、https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/fuji-c/index.html 

 

（６）申請書の提出 

ア 提出場所 藤沢市 市民自治部 藤沢市民センター 

 藤沢市本町１丁目１２番１７号 

 藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設２階 

 ※申請書類は、持参してください。 

イ 提出期間 ２０２６年８月５日（水）～２０２６年８月１２日（水） 

 ※土・日曜日・祝日を除く 

ウ 提出時間 午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 
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４ 管理に要する経費 

（１）指定管理に係る経費 

本市は、「指定管理者管理運営の基準」Ｐ８ 項目４ 「指定管理者が行う業務の範囲と内容」

（１）～（６）に要する経費から労働会館利用料金収入見込額、駐車場利用料金収入見込額、

講座テキスト代金見込額、勤労者福祉事業収入見込額、自動販売機売り上げ収入見込額及びレ

ストラン事業収入見込額を差し引いた額を、予算の範囲内において、指定管理料として支払い

ます。 

※併せて、「藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設指定管理者管理運営の基準」のＰ

１７「レストラン運営業務収入・支出等について」も参照ください。 

指定管理料は、指定管理期間５年間の総額で￥５６０，７３１，０００円（消費税及び地方

消費税を含む。）を上限とします。 

年間の指定管理料は、現行の指定管理料を参考としてください。 

＜参考＞過去５年の指定管理料（消費税及び地方消費税を含む） 

令和４年度 ９５，１９０，０００円 

令和５年度 ９５，３４９，０００円 

令和６年度 １００，０６６，０２３円 

令和７年度 １０５，０８８，２８３円 

令和８年度 １０５，２６５，１３３円 

 

光熱水費（電気・ガス・水道）は市の負担とします。（５年間） 

 

自主事業として行う「勤労者福祉事業の実施に関する業務」を、指定管理者が実施する場合

は、利用者から適正な対価を得ることができるものとします。その場合、必ず事前にその金額

と根拠を本市に明示し、承認を得ること条件とします。 

（２）その他の経費  

以下に関わる経費については、指定管理者の負担とします。 

ア 事業計画書及び収支予算書の作成業務 

イ 事業報告書の作成業務 

ウ 自己評価書の作成業務 

エ 利用統計書類等の作成業務 

オ 本市が実施する事業への協力業務 

カ その他の業務 

（３）区分経理 

経理は、指定管理業務に係る経理と、指定管理者が行う別事業に係る経理とを区分して管理

するものとし、口座についても同様に区分して、管理するものとします。 

（４）指定管理料の取扱い 

ア 年度協定書により、金額及び支払い方法を定めるものとします。 

イ 藤沢市は、提案された指定管理料に基づき、債務負担行為の設定及び予算調整を行います。

その後、藤沢市議会における予算の議決を経て、年度協定において確定します。そのため提

案額が必ずしも保証されるものではありません。また、藤沢市議会における予算の議決がな

されないときは、年度協定が成立しない場合がありますので、年度協定が必ずしも保証され

るものでもありません。 
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ウ 藤沢市は、指定管理者が人件費・事務費等経費の削減など経営努力により生み出した余剰

金について、藤沢市の要求水準を満たしながら管理及び事業を実施する範囲内においては、

原則として返還を求めません。また、藤沢市は指定管理者の運営に起因する不足額について

は、原則として補填を行いません。 

 

５ 指定管理者の指定等 

（１）指定管理者の指定方法 

指定管理者の指定は、藤沢市議会の議決を経て、藤沢市長が指定します。なお、指定後速や

かに告示します。 

（２）選定委員会について 

「藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設指定管理者審査選定委員会の設置に関する規

程」に基づき設置する、「藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設指定管理者審査選定委

員会（以下「審査選定委員会」という。）」において、別紙１の審査評価基準表により総合的に判

断して選定します。 

（３）指定管理者候補者の審査選定の方法等 

ア プレゼンテーション及び申請者へのヒアリング（二次審査） 

一次審査（資格審査及び書類審査）を通過した申請者によるプレゼンテーション及び申

請者へのヒアリングを実施します。ただし、提出いただいた書類等に基づく内容に限りま

す。 

なお、一次審査において５位以降の者は、二次審査に進むことができません。 

また、日程は、一次審査を通過した申請者にお知らせしますが、２０２６年１０月８日

（木）を予定しています。 

審査結果に基づき、指定管理者候補者第１順位者及び第２順位者（次点）を決定し、そ

の結果は、２０２６年１０月１５日（木）頃に、審査参加者（団体・グループ）全員に文

書で通知予定です。 

 

イ 指定管理者候補者第１順位者及び第２順位者決定後の手続き 

指定管理者候補者第１順位者については、藤沢市議会の議決を経て指定することになり

ます。協議により合意に達しない場合、あるいは指定後に取消し又は辞退となった場合は、

第２順位者と協議を行い、候補者として決定後、藤沢市議会の議決を経て指定することに

なります。 

（４）留意事項 

ア 接触の禁止 

選定委員会委員、本市職員及びその他本件関係者に対して、本件提案についての接触を

禁じます。接触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 

 

イ 応募の取り下げ 

応募を取り下げる場合は、その旨を記載した応募辞退届を、代表者の名前で作成し、速

やかにご提出ください。様式は問いません。 

 

ウ 提案内容変更の禁止 

一度提出した申請書類等の内容を、変更することはできません。 



8 

 

 

エ 虚偽の記載をした場合の無効 

申請書類等に虚偽の記載があった場合は、その申請は無効とします。 

 

オ 応募書類の取り扱い 

本市に提出された申請書類等は、理由の如何を問わず返却いたしません。また、本市は、

指定管理者の選定の公表等に必要な場合は、申請書類等の内容を使用できるものとします。

なお、提出された申請書類等は、藤沢市情報公開条例（平成１３年藤沢市条例第３号）に

おける「行政文書」として、同条例に基づく開示請求の対象となります。 

 

カ 費用負担 

申請に関して必要となる費用は、すべて申請者の負担とします。 

 

６ 指定管理者指定後の手続き 

（１）基本協定の締結 

原則申請時の内容をそのまま実施することとしますが、審査選定委員会で意見が付された事項

等について改めて協議した後、本市と指定管理者との間で、指定期間における藤沢市藤沢市民セ

ンター・労働会館等複合施設の管理運営に関して必要な事項について定める基本協定を締結しま

す。  

（２）年度協定の締結 

本市と指定管理者との間で、当該年度の、事業や本市が支払う指定管理料に関する事項等につ

いて定める年度協定を締結します。 

（３）その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当する場合は、その指定を取り消し、

協定を締結しないことがあります。 

 

ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められる場合 
 
イ 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められる場合 

 

７ スケジュール 

公募から指定までの主なスケジュールは、次のとおりです。 

２０２６年 

７月 ９日（木） 募集要項等配布開始 

７月 ９日（木） 質問事項受付開始 

７月２３日（木） 質問事項受付終了 

７月２８日（火） 質問事項に対する回答予定 

８月 ５日（水） 申請の受付開始 

８月１２日（水） 申請の受付終了 

（以下、予定） 

８月中旬以降 一次審査（資格審査及び書類審査） 

１０月 ８日（木） 審査選定委員会（二次審査） 
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１０月中旬 審査結果通知（指定管理者候補者の決定） 

１２月中旬 指定管理者の議決（藤沢市議会１２月定例会） 

１２月下旬 指定管理者の指定（告示） 

２０２７年 

３月 １日（月） 基本協定書の内容合意 

４月 １日（木） 年度協定書の締結（指定管理者による管理運営開始） 

 

８ 管理運営開始後のやりとり 

主なやりとりは次のとおりですが、協議等による様式の決定や提出後の承認等が必要な場合

があります。 

（１）年間事業計画書 

毎年度開始前に、当該年度の執行体制、事業実施計画、収支計画、その他必要な事項を記載し

た年間事業計画書を提出していただきます。各年度協定締結後、速やかに指定管理者としてのノ

ウハウに支障のない範囲で事業計画書をホームページ等で公表してください。また、事業計画書

上の内容を実行してください。 

（２）事業報告書 

毎年度終了後に、当該年度の施設の利用状況、事業実績、収支報告、その他本市が管理運営の

状況を把握するために必要な事項を記載した事業報告書を提出していただきます。本市の確認後、

速やかに指定管理者としてのノウハウに支障のない範囲で事業報告書をホームページ等で公表し

てください。 

（３）モニタリング及び藤沢市公の施設指定管理者評価（第三者評価） 

管理運営業務に関して、本市と指定管理者相互にモニタリングを行うとともに、指定期間中に

１回、藤沢市公の施設指定管理者評価委員会による評価を受けるものとします。 

 

ア モニタリング 

指定管理者が「施設・設備の維持管理」、「業務運営及びサービスの質の向上」などを中心

に仕様どおりの管理運営を行っているかどうかのチェックを本市及び指定管理者の双方で行

うものとします。モニタリングは毎年度行うものとし、年度における実施時期は、本市は半

期ごと（年度中に２回）に、指定管理者は四半期ごと（年度中に４回）に行うものとします。 

 

イ 藤沢市公の施設指定管理者評価委員会評価（第三者評価） 

藤沢市公の施設指定管理者評価委員会が、本市及び指定管理者に対するヒアリングなどに

よる調査に基づき、指定管理者が提供する管理運営サービスの質を客観的な立場から総合的

に評価するものとします。藤沢市公の施設指定管理者評価委員会による評価の時期は、指定

期間の中間年度（初年度と最終年度を除いた年度のいずれかのうち、本市が指定する年度を

いう。）に行うものとします。評価結果は「藤沢市議会」に報告するとともに、本市ホームペ

ージ等により一般に公開することになります。  

（４）監査 

管理運営業務に関して、本市の監査事務局による監査が行われることがあります。この場合、

指定管理者は監査に協力するものとします。 
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９ 問い合わせ先 

藤沢市役所 市民自治部 藤沢市民センター 

住 所 〒２５１－００５３ 神奈川県藤沢市本町１丁目１２番１７号 

 （藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設（Ｆプレイス）２階） 

電 話 ０４６６（２２）００１９ 

ＦＡＸ ０４６６（２２）０２９３ 

電子メール fj-fuji-c@city.fujisawa.lg.jp 

 

以 上 


